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菊池市シルバー人材センター事務費率及び請負作業料金単価の改定について（お知らせ） 

  

余寒の候、皆様には益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素から当センターの事業につきまして、格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、当センターは平成１７年４月１日に旧４市町村のシルバー人材センターが統合し

て発足以来、お客様からいただきます事務費率につきましては１０％のままで据え置いて

まいりました。しかしながら、ご案内のとおり現下の国際情勢や歴史的な円安の進行を受

け、エネルギー価格の上昇や資材等の価格高騰に加え人件費の高騰が続いている状況です。

更に、業務運営の効率化によるセンターの経営基盤強化を図る観点から、シルバー事業の

デジタル化の促進が急務となっております。 

役職員一丸となって経費削減や合理化を行うなどの経営努力に努めておりますが、この

ままでは安定したシルバー事業の運営が厳しくなる恐れがあることから、誠に恐縮ですが

下記のとおり本年４月１日より、事務費率を現行の１０％から１３％に改定させていただ

くことになりました。 

また、令和５年１０月に熊本県の最低賃金が改定され８９８円（時間額）となりました。

このため、請負作業料金単価の見直しを行い、全ての作業料金単価を４０円引き上げると

ともに、最低単価を８６０円から９００円に改定することにいたしました。 

   ご利用いただいておりますお客様におかれましては、ご負担をおかけいたしますが、何卒

ご理解を賜り、引き続き当センターをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

なお、現在、屋外作業につきましてはご依頼が増加しており、お客様には大変ご不便をお

かけしておりますが、職員・会員一同お客様のご要望に応えられるよう努力いたしますので、

これからも引き続き当センターをご利用いただきますよう併せてお願い申し上げます。 

   時節柄ご自愛ください。 

記 

 

    １ 事務費率及び請負作業料金の改定時期   令和６年４月１日 


